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交差点№６５３号「レッキとした業務指示じゃないですか！！」
で、当該組合員が後日、植松運転科長に『成宮助役が間接的にも
「呼んだ」指示』について確認しに行ったところ、何と植松運転
科長は、当該組合員に対して「お前」「お前」を繰り返しました。

この「お前」は、紛れもなくパワハラ発言です。パ
ワハラの定義に入っています。

８月の訓練で職場全社員がパワハラ講習を受講しましたが、こ
ともあろうか運転科長という立場にあって、全く自覚のない規律
の喪失、倫理観の欠如というべき状態であることがハッキリしま
した。

当の植松運転科長に、そのことについて伺うと（業務指示の関
係で）「直接か間接かの話で・・・」「私も関西人ですから」とビ
ックリした言い訳が飛び出しました！
感情的になったにせよ、「私も関西人ですから」で済ませられた

ら、何を言っても良いというものではありませんよ！！

植松運転科長は、まずは当該組合員に謝罪し、
規律・倫理観をもう一度勉強して下さい！！


